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六
月
定
例
会
は
、
六
月
八
日
か
ら
十
日
ま
で
三
日
間
の
会
期
で
開
か
れ
ま
し

た
。
初
日
冒
頭
に
は
、
五
月
二
十
二
日
に
発
生
し
た
教
育
委
員
会
事
務
局
職
員

の
事
件
・
事
故
に
つ
い
て
の
報
告
（
三
�
に
掲
載
）
が
あ
り
、
教
育
長
が
謝
罪

し
ま
し
た
。
一
般
質
問
（
四
�
〜
十
一
�
に
掲
載
）
に
は
八
人
が
登
壇
し
、
町

の
活
性
化
対
策
や
水
産
振
興
な
ど
に
対
し
幅
広
く
町
政
に
つ
い
て
質
問
。
町
か

ら
は
、
た
い
肥
セ
ン
タ
ー
建
設
工
事
の
請
負
契
約
を
締
結
す
る
こ
と
や
補
正
予

算
な
ど
を
含
む
十
三
件
が
提
案
さ
れ
、
審
議
の
結
果
、
す
べ
て
原
案
ど
お
り
可

決
さ
れ
ま
し
た
。
最
終
日
に
は
、
採
択
さ
れ
た
請
願
に
伴
う
議
員
発
議
の
意
見

書
な
ど
を
可
決
し
、
三
日
間
の
会
期
を
閉
じ
ま
し
た
。

町
一
般
会
計
を
二
千
八
百
五

十
九
万
円
減
額
す
る
な
ど
十
六

年
度
の
補
正
予
算
四
件
が
提
案

さ
れ
、
審
議
の
結
果
す
べ
て
原

案
の
と
お
り
可
決
さ
れ
ま
し
た
。

今
回
の
一
般
会
計
の
補
正
は
、

土
地
区
画
整
理
事
業
な
ど
補
助

事
業
の
内
示
に
基
づ
く
事
業
費

の
増
減
や
、
四
月
の
人
事
異
動

に
伴
う
人
件
費
の
調
整
な
ど
が

主
な
骨
子
で
、
増
減
さ
れ
た
主

な
も
の
と
質
疑
の
概
要
は
次
の

と
お
り
で
す
。

▽
道
路
橋
り
ょ
う
国
庫
補
助
金

…
三
千
百
九
十
万
円
の
減

▽
農
林
水
産
業
費
補
助
金
…
七

百
三
十
八
万
円
の
増

▽
山
田
の
魅
力
発
信
実
行
委
員

会
補
助
金
…
二
百
五
十
万
円

の
増

▽
土
地
区
画
整
理
費
…
五
千
八

百
四
十
五
万
円
の
減

▽
教
育
振
興
費
（
豊
か
な
体
験

活
動
推
進
事
業
費
な
ど
）
…

二
百
八
十
八
万
円
の
増

事
務
費
の
削
減
に
よ
り

サ
ー
ビ
ス
が
低
下
し
な
い
か

現
在
取
り
組
ん
で
い
る
、

役
場
事
務
費
の
一
〇
％
削
減
に

よ
り
、
住
民
サ
ー
ビ
ス
が
低
下

し
な
い
か
。

そ
の
心
配
は
あ
る
が
、

答 問

財
政
的
な
問
題
が
あ
り
、
節
約

を
徹
底
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

観
光
協
会
の
役
場
移
転
で

事
業
の
変
更
が
あ
る
か

観
光
協
会
が
役
場
内
に

移
っ
た
と
聞
く
。
こ
の
こ
と
で
、

事
業
の
変
更
は
あ
る
か
。

退
任
し
た
事
務
局
長
の

後
任
が
決
ま
ら
ず
、
四
月
か
ら

事
務
局
を
産
業
振
興
課
で
引
き

答 問

受
け
た
。
職
員
三
人
で
体
制
は

強
化
さ
れ
た
と
思
う
。
観
光
協

会
の
事
業
に
変
更
は
な
い
。

区
画
整
理
の
家
屋
移
転
は

高
齢
者
に
配
慮
す
る
べ
き

土
地
区
画
整
理
事
業
に

よ
る
家
屋
移
転
な
ど
は
、
特
に

高
齢
者
に
配
慮
す
べ
き
で
は
。

移
転
補
償
費
が
大
幅
に

減
額
さ
れ
、
五
軒
分
の
予
定
が
、

二
軒
分
し
か
認
め
ら
れ
な
か
っ

た
。
高
齢
者
に
は
十
分
に
配
慮

し
て
進
め
た
い
。

北
っ
子
橋
は
完
成
す
れ

ば
、
通
行
可
能
と
な
る
の
か
。

通
行
で
き
る
よ
う
に
、

橋
に
通
じ
る
う
回
路
を
造
る
。

魅
力
発
信
事
業
に
対
す

る
県
補
助
金
二
百
五
十
万
円
の

ほ
か
に
、
町
か
ら
の
上
乗
せ
は

あ
る
の
か
。

町
の
補
助
額
は
、
百
万

円
で
県
分
と
合
わ
せ
三
百
五
十

万
円
で
あ
る
。
盛
り
上
が
っ
た

青
年
た
ち
の
火
を
消
さ
な
い
よ

う
支
援
し
て
い
く
。

答 問 答 問 答 問北
浜
中
継
ポ
ン
プ
場

用
地
取
得
の
見
通
し
は

下
水
道
事
業
の
北
浜
中

継
ポ
ン
プ
場
の
面
積
と
用
地
取

得
の
見
通
し
は
。

問

３日間の会期で開かれた第２回定例会

岩手県やまだ議会だよりＮｏ.１０５ 平成１６年７月１５日発行（３）

議
員
発
議
の
意
見
書
可
決

「
義
務
教
育
費
国
庫
負
担
制

度
の
堅
持
を
求
め
る
意
見
書
」

が
議
員
発
議
さ
れ
、
原
案
ど
お

り
可
決
。
そ
の
後
、
政
府
関
係

機
関
へ
提
出
さ
れ
ま
し
た
。

◇
　
◇
　
◇
　
◇
　
◇

そ
の
他
可
決
さ
れ
た
条
例
は

次
の
と
お
り
で
す
。

▽
情
報
公
開
条
例
（
一
部
改
正
）

▽
手
数
料
条
例
（
一
部
改
正
）

▽
町
立
幼
稚
園
保
育
料
等
徴
収

条
例
（
一
部
改
正
）

▽
公
民
館
設
置
条
例
（
一
部
改

正
）

▽
町
立
図
書
館
設
置
条
例
（
一

部
改
正
）

▽
ス
ポ
ー
ツ
振
興
審
議
会
条
例

（
廃
止
）

後
か
ら
問
題
に
な
ら
な
い
か
。

漁
協
側
で
機
会
を
作
っ

て
も
ら
え
ば
説
明
す
る
。
大
浦

の
排
水
処
理
場
で
ノ
ロ
ウ
ィ
ル

ス
対
策
の
実
験
を
し
て
お
り
、

一
定
の
成
果
が
あ
る
と
報
告
が

あ
っ
た
。
同
意
書
は
必
ず
し
も

必
要
で
は
な
い
が
努
力
す
る
。

答

四
百
七
十
平
方
�
を

二
年
間
で
取
得
す
る
。
所
有
者

は
山
田
湾
漁
協
で
あ
る
。

ノ
ロ
ウ
ィ
ル
ス（
生
食

用
水
産
物
の
小
型
球
形
ウ
ィ
ル

ス
）対
策
に
よ
る
不
安
で
、
大
沢

漁
協
の
同
意
書
が
得
ら
れ
な
い

の
で
は
。
用
地
の
先
行
取
得
は
、

問 答た
い
肥
セ
ン
タ
ー
建
設
の
請
負
契
約
を
締
結

（
仮
称
）山
田
町
た
い
肥
セ
ン

タ
ー
建
設
工
事
の
請
負
契
約
締

結
に
関
す
る
議
案
が
提
案
さ
れ
、

可
決
さ
れ
ま
し
た
。
契
約
金
額

は
三
億
九
千
九
百
万
円
。
十
月

完
成
に
向
け
工
事
が
進
め
ら
れ

る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
主
な
質

疑
の
概
要
は
次
の
と
お
り
で
す
。

日
常
の
生
活
に
支
障
を

き
た
す
悪
臭
が
出
た
場
合
、
町

で
は
責
任
を
負
う
の
か
。

問

設
置
者
と
し
て
の
責
任

は
あ
る
。
悪
臭
が
出
た
状
況
に

よ
っ
て
、
住
民
、
運
営
法
人
、

町
の
三
者
協
定
に
基
づ
き
協
議

す
る
こ
と
に
な
る
。

施
設
内
の
環
境
整
備
を

ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
る
か
。

安
全
対
策
と
し
て
、
町

で
は
施
設
外
周
に
フ
ェ
ン
ス
を

設
置
す
る
。
施
設
内
の
植
栽
な

ど
は
、
運
営
法
人
が
行
う
。

答 問 答

職員の交通法規違反事件
教育長が陳謝（要旨）

このたび教育委員会事務局職員が大変な不
祥事を起こし、議会並びに町民のみなさまに、
多大な迷惑をお掛けし、深くおわび申し上げ
ます。
事故を起こした職員は、教育委員会事務局

主事級職員で、5月21日の退庁後、町内の
店で飲食。まったく意識がない状態で車を運
転し、八幡町の民家に衝突して破損させ、そ
のまま自宅に運転して帰ったという疑いがも
たれております。
民家への衝突について､警察の現場検証で

車の破片から、自車の衝突によるものと断定
されました。
教育委員会としては、警察の捜査など、今

後の状況により、厳正な処分をする所存です。
教育委員会職員の不祥事により、町民の信

頼を損ねたことは大きく、深くおわび申し上
げ、あらためて公務員としての使命感や責任
感、倫理観を強く自覚させ、綱紀粛正の徹底
を図ってまいります。大変申しわけございま
せんでした。

第３回臨時会

第３回臨時会が、５月10日開かれました。
町からは、税条例の一部改正案や一般会計な
どの補正予算の専決処分を承認する議案など
11件が提案。審議の結果、すべて原案どお
り可決承認されました。
■町税条例を一部改正
地方税法の一部改正に伴い、町税条例が改

められました。概要は次のとおりです。
◇個人住民税 �均等割の非課税加算額19
万2,000円を17万6,000円に�生計同一
の妻に対する均等割の非課税の廃止�均等
割の税率2,000円を3,000円に�老年者
控除（48万円）の廃止�所得割の非課税加
算額36万円を35万円とすることなどです。
◇固定資産税 �附帯設備に対する課税が新
たに創設されました。
◇国民健康保険税 �所得に土地等の譲渡所
得がある場合は、租税特別措置法に定める
特別控除適用後の合計金額となります。
■１５年度最終補正予算を承認
町一般会計に1,464万円を追加し78億

9,174万円とするなど平成15年度最終とな
る補正予算９件（専決処分）が提案され、審
議の結果原案どおり承認されました。
■町一般会計に１,７９９万円を追加
16年度町一般会計に1,799万円を追加し

75億8,374万円とする補正予算が可決され
ました。補正の主な内容は、たい肥センター
整備事業の事業費増額によるものです。

条例、補正など1 1件を原案可決

本年度の完成に向け工事が進められている「（仮称）北っ子橋」
（柳沢北浜地区土地区画整理事業）


